熱中症対策普及事業実施要領　　　実施要領雛型

　　　　　令和　年　月　日現在

１　目的
この要領は、気候変動適応法（平成30年法律第50号）第23条に基づき実施する熱中症対策普及事業（以下、「本事業」という。）の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

２　事業実施主体
○○（団体名）を実施主体とする。

３　事業対象者
郡山市内の事業者及び市民とする。

４　事業内容　　　　　　　　　　　
（１）熱中症対策に関する啓発及び広報を行うこと。
（２）熱中症対策に係る相談への対応及び必要な助言を行うこと。

５　実施計画
　　別紙事業計画書のとおり。

６　個人に関する情報（以下、「個人情報」という。）の取扱い
（１）本事業実施に当たっては、以下の法令等を遵守するものとする。
　　①個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）
②郡山市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年郡山市条例第31号）
③郡山市保有個人情報等の安全管理に関する要綱（平成27年11月30日施行）
④郡山市保有個人情報等の取扱基準（令和３年４月１日施行）
⑤郡山市情報セキュリティ要綱（平成15年４月１日施行）
⑥郡山市情報セキュリティ対策基準（平成15年４月１日施行）
　（２）個人情報の取得、利用、保存及び提供に際しては、以下を厳守するものとする。
　　①個人情報は、本事業の範囲内でのみ使用する。
　　②個人情報は、本人の同意なく第三者へ開示しない。本事業終了後も同様とする。
　　③個人情報は、漏えい、滅失及び毀損を防止するため、必要な措置を講じ、適切に管理する。
[bookmark: _GoBack]　　　なお、漏えい等の事故が発生した際は、速やかに郡山市に報告することとし、その責に帰すべき事由により第三者に損害を与えた場合においては、第三者が現実に被った通常かつ直接の損害を賠償する。

附則
この実施要領は、令和　年　月　日から施行する。
